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１ 適用範囲 

  本仕様書は、福島県（以下「発注者」という。）が発注する「電子式線量計等測定業務

（以下「本業務」という。）」について適用する。 

 

２ 目的 

  本業務は、空間積算線量測定に係る蛍光ガラス線量計及び電子式線量計の配置・回収及

び読み取り業務を行うものである。 

 

３ 委託業務の範囲 

  本委託業務における受託者（以下「受注者」という。）の業務範囲は、「17 業務内容」

のとおりとする。 

 

４ 履行期間 

  令和 6 年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

５ 履行場所 

  福島県環境創造センター環境放射線センター（南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45 番地

169）及び別紙「令和 6年度空間積算線量測定地点一覧」に記載する地点 

 

６ 提出書類 

受注者は以下の書類を提出するものとする。 

(1) 委託業務着手届      契約締結後又は変更後７日以内 

(2) 管理技術者選任届     契約締結後又は変更後７日以内 

  （経歴書及び連絡先を含む） 

(3) 技術者選任届       契約締結後又は変更後７日以内 

  （経歴書及び連絡先を含む） 

 (4) 技術補助員選任届     契約締結後又は変更後７日以内 

 (5) 作業日報（写真等を含む） 作業翌日の午前９時まで 

 (6) 作業完了報告書      発注者が四半期ごとの作業完了を確認後 7日以内 

 (7) 委託業務完了届      履行期限内 

 

７ 管理技術者、技術者及び技術補助員 

(1) 受注者は本業務に際して管理技術者、技術者、技術補助員を定め、管理技術者選任届、

技術者選任届、技術補助員選任届により発注者に報告する。変更が生じた場合も同様と

する。 

(2) 管理技術者は、本業務の履行に必要な知識、経験を有する者（蛍光ガラス線量計測装
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置及び電子式線量計管理システムによる指示値読み取り及び増量値算出の実務経験を

有する者）であり、本業務の内容を熟知し、本仕様書「17 業務内容」に掲げる業務を

行うとともに各業務が適切に遂行されるように、技術者、技術補助員に対して作業の監

督を行うものである。 

(3) 技術者は、本業務の履行に必要な知識、経験を有する者（蛍光ガラス線量計測装置及

び電子式線量計管理システムによる指示値読み取り及び増量値算出の実務経験を有す

る者）であり、本仕様書「17 業務内容」に掲げる業務を行うものである。 

(4) 技術補助員は、管理技術者及び技術者の指示により本仕様書「17 業務内容」に掲げ

る(1) イ (ｱ) 、(2) イ (ｱ) 、(3) イ (ｱ)の業務を行うものである。 

 

８ 守秘義務 

受注者は、発注者の書面による承諾を得ない限り、いかなる場合においても本業務の履

行中に知り得た業務に関する事項及び付属付随する事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

９ 事故等の防止 

(1) 受注者は善良な管理者の注意をもって、本業務を履行しなければならない。 

(2) 受注者は、その責任において、福島県環境創造センター環境放射線センターの施設や

使用機器をき損することがないよう、また、放射能汚染を及ぼすことがないよう万全の

注意を払うこと。 

(3) 空間積算線量測定地点に立ち入り、線量計の配置・回収の作業を実施する際は、当該

地点の財産の全部又は一部をき損することのないよう万全の注意を払うこと。 

(4) 空間積算線量測定地点に立ち入り、線量計の配置・回収の作業を実施する際は、当該

地点の所有者、管理者、利用者に対して万全の注意を払うこと。 

 

10 損害の賠償 

 受注者は、業務中又は業務中以外にあっても、発注者又はその他第三者に対して損害を

与えた場合は、その賠償の全責任を負うものとする。 

  ただし、発注者の責任又は天災その他不可抗力により発生したものは除く。 

 

11 関係法令等の遵守 

(1) 受注者は、特許権、実用新案又は著作権等、第三者の権利の対象となっているものの

利用に際しては、受注者の責任と費用をもって処理するものとする。 

(2) 本業務においては、本仕様書によるほか、定めがある場合はその法令及び規則による

こと。 

 

12 目的外使用の禁止 
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 受注者はこの契約の内容を他の目的に使用してはならない。 

 

13 疑義の解釈 

受注者は、本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書及び契約書の解釈において疑義が

生じた場合は、発注者と協議し決定すること。 

 

14 線量計の配置・回収に要する車両及びその費用 

(1) 車両は、すべて受注者において準備する。 

(2) 車両の使用に係る経費は、すべて受注者の負担とする。 

 

15 作業時間 

 本業務の作業時間は、原則として発注者の勤務時間である平日の午前 8時 30 分から午

後 5時 15分までとする。 

やむを得ずこれ以外の時間帯に実施する必要がある場合は、事前に発注者の了解を得

るものとする。 

 

16 その他 

(1) 仕様の軽微な変更については、発注者と受注者が協議したうえで決定する。なお、本

仕様書に明示していない事項であっても、本業務の履行のための作業又は技術上当然

と認められるものについては、受注者の負担で行うこと。 

(2) 受注者においてその他不明な点が生じた場合については、発注者と協議のうえ、本業

務を遂行するものとする。 

 

17 業務内容 

  別紙「電子式線量計による測定マニュアル」に基づいた作業を履行期間中に４回実施す

ること。また、(1)に掲げる業務は 1 回、(2)に掲げる業務は 3 回の計４回を想定するこ

と。 

(1) 積算線量計設置回収業務（４月を想定） 

作業対象とする蛍光ガラス線量計、電子式線量計及び積算温度計の数は以下に掲げ

るア～ウのとおりとする。ただし、作業過程において使用に適さないと判断された電子

式線量計については、作業対象から除外して同数を予備から充てることとする。 

  ア １日目 

   (ｱ) 電子式線量計等の測定値の設置前読み取り、パッケージング 

     電子式線量計（1 地点につき 1 個）：モニタリング用 69地点、運搬時被ばく量測

定用 1 地点相当分 

     積算温度計（1 地点につき 1 個）：67 地点 
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   (ｲ) 実施場所：福島県環境創造センター環境放射線センター 

  イ ２日目 

(ｱ) 蛍光ガラス線量計の回収、電子式線量計の配置等 

測定地点に設置してある線量計収納箱内の蛍光ガラス線量計の回収、電子式線

量計の配置作業、積算温度計の回収・配置を行う。 

なお、北西部ブロックを担当する班は運搬時被ばく量測定用線量計を携行する。 

(ｲ) 実施場所：別紙「令和 6年度空間積算線量測定地点一覧」に記載する地点。 

ただし「32 大野（大熊）」「35 長者原」「65 鉛箱」「66 RPLD計測室」「68 

東電大野」「69 東電MP-1」「67 線源保管庫（南相馬）」を除く。 

  ウ ３日目 

   (ｱ) 蛍光ガラス線量計の指示値読み取り 

     モニタリング用 69 地点×3 個＝207 個、運搬時被ばく量測定用 6 個、線量計校

正用 10個 計 223 個 

   (ｲ) 積算温度計のデータ読み取り、とりまとめ 

     モニタリング用 67 地点×1個＝67個 

   (ｳ) 実施場所：福島県環境創造センター環境放射線センター 

 (2) 電子式線量計測定業務（7月、10月、１月を想定） 

作業対象とする電子式線量計及び積算温度計の数は以下に掲げるア～ウのとおりと

する。ただし、作業過程において使用に適さないと判断された電子式線量計については、

作業対象から除外して同数を予備から充てることとする。 

  ア １日目 

(ｱ) 積算温度計のパッケージング 

     積算温度計（1 地点につき 1 個）：67 地点 

(ｲ) 実施場所：福島県環境創造センター環境放射線センター 

イ ２日目 

(ｱ) 電子式線量計の読み取り等 

     測定地点に設置してある線量計収納箱内の電子式線量計の測定値を読み取り、

積算温度計の回収・配置を行う。 

   (ｲ) 実施場所：別紙「令和 6 年度空間積算線量測定地点一覧」に記載する地点。 

ただし「32 大野（大熊）」「35 長者原」「65 鉛箱」「66 RPLD計測室」「68 東

電大野」「69 東電 MP-1」「67 線源保管庫（南相馬）」を除く。 

  ウ ３日目 

   (ｱ) 電子式線量計の指示値とりまとめ 

     モニタリング用 69 地点×1個＝69個 

(ｲ) 積算温度計のデータ読み取り、とりまとめ 

     モニタリング用 67 地点×1個＝67個 
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(ｳ) 実施場所：福島県環境創造センター環境放射線センター 

 (3) 空間積算線量測定地点 

   別紙「令和６年度空間積算線量測定地点一覧」のとおり。 

 (4) 実施時期 

   別紙「電子式線量計による測定マニュアル」に基づいた作業は、4月、7 月、10月及

び 1月の発注者の指定する日に実施するものとする。 

 (5) 使用する機器類等 

  ア 使用機器 

分類 品名及び型式 メーカー 

蛍光ガラス線量計 ガラス線量計 SC-1(刻印付) AGC テクノグラス㈱ 

リーダ ガラス線量計リーダ FGD-202S AGC テクノグラス㈱ 

蛍光ガラス素子用マガジン   

加熱乾燥機 DKN602 ヤマト科学㈱ 

電気炉 DRD360DB ㈱東洋製作所 

パソコン VersaPro NEC 

 FLORA270W ㈱日立製作所 

プリンタ LP-S300 セイコーエプソン㈱ 

 LP-S210 セイコーエプソン㈱ 

積算温度計 おんどとり Jr.TR-51A ㈱ティアンドデイ 

 おんどとり Jr.TR-51i ㈱ティアンドデイ 

電子式線量計 D-シャトル ㈱千代田テクノル 

D-シャトル用表示器 ㈱千代田テクノル 

サーベイメータ シンチレーションサーベイメータ

TCS-171 

㈱日立製作所 

 

シンチレーションサーベイメータ 

TCS-171B 

㈱日立製作所 

 シンチレーションサーベイメータ

TCS-172B  

㈱日立製作所 

 GM サーベイメータ TGS-136 ㈱日立製作所 

電離箱式サーベイメータ 電離箱式サーベイメータ ICS-313 ㈱日立製作所 

 電離箱式サーベイメータ ICS-323C ㈱日立製作所 

超音波洗浄機 ASU CLEANER ASU-10D アズワン㈱ 

卓上シーラー PC-200 富士インパルス㈱ 

マイクロスコープ MJ-Wifi-A ㈱佐藤商事 

卓上ルーペ － － 
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ハサミ － － 

 

イ 受注者の責めに帰すべき事由により福島県環境放射線センターの施設、使用機器

等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告するとともに、受注者の責任において

速やかに原状に回復させるものとする。 

ウ 使用機器以外で発注者が準備するもの 

(ｱ) 乾電池（サーベイメータ用、積算温度計用） 

(ｲ) 測量ポール 

(ｳ) タッパー（蛍光ガラス線量計用、電子式線量計用） 

エ 上記ウ以外の消耗品、管理技術者、技術者、技術補助員の個人線量管理用線量計、

デジタルカメラ、本業務に必要な衣類等についてはすべて受注者において準備する

こと。 

 (6) 配置・回収に係る班編成及び順路の選定 

別紙「令和６年度空間積算線量測定地点一覧」のとおり、各地点を北部、北西部、西

部、南部、中北部、中南部の６ブロックに振り分け、各ブロックをそれぞれ１つの班が

担当し、配置・回収を実施することとする。なお、１つの班は１人以上の管理技術者又

は技術者を含む複数人で編成するものとする。 

配置・回収作業の順路、作業に必要となる記録表は、発注者と受注者が協議のうえ、

これを決定することとする。また、地点の割り振り、作業順路、作業記録表等を変更す

る必要が生じた場合には、発注者と受注者にて協議のうえ、これを実施することとする。 

 

18 実施上の注意 

(1) 本業務にあたる管理技術者、技術者及び技術補助員の安全管理については、放射線防

護対策を含め受注者が行うものとし、安全具の装着、安全教育を行うなど、作業安全に

万全を期するものとする。 

(2) 帰還困難区域内での業務にあたっては、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害

防止のためのガイドライン（厚生労働省制定）」に準じてこれを実施するものとし、管

理技術者、技術者及び技術補助員の被ばく管理記録を業務完了報告書と併せ発注者に

提出すること。 

 


